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８．２．１０ 県内の地域区分再編に関する請願 

※請願として提出されたが、要件を満たさないため陳情として取り扱う。 

 

日立市出身の県民として、県内の地域区分について意見を申し上げる。 

現在の茨城県は、県北・県央・県南・県西・鹿行の５地域に区分されているが、地

域再編を希望する。 

よって、下記事項を請願する。 

 

記 

 

１．県央・鹿行を廃止し、県北・県南・県西の３地域に整理する 

２．市町村の振り分けは以下の通りとする 

 県北：日立市、北茨城市、高萩市、常陸太田市、大子町、水戸市、ひたちなか

市、東海村、那珂市、笠間市、城里町、茨城町、大洗町など 

 県南：石岡市、土浦市、つくば市、牛久市、守谷市、つくばみらい市、取手市、

龍ケ崎市、阿見町、利根町、鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 

   県西：従来通り 

 

【理由】 

・鹿行は呼び名が「六甲 (阪神)」と読み間違えてしまうため、県民や観光客にと

って分かりづらい 

・上記の再編により、県民・観光客 (特に外国人)・行政の双方にとって分かりや

すい地域区分になると考えられる 

・特に県央は、県北へ編入すると広域的な地域区分になる 

 

個人 総務企画 

 


